
３ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

▼
申
告
が
必
要
な
人

　

町
県
民
税
申
告
書
、
所
得
税
及

び
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
が
送

付
さ
れ
た
人
。
申
告
書
が
送
付
さ

れ
な
く
て
も
、
次
に
該
当
す
る
場

合
は
申
告
が
必
要
で
す
。

①
前
年
中
に
農
業
・
不
動
産
・
譲

渡
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

②
給
与
所
得
者
で
、
給
与
を
２
ヵ

所
以
上
か
ら
受
け
た
人
、
給
与
の

ほ
か
に
所
得
（
農
業
・
不
動
産
・

譲
渡
な
ど
）
が
あ
る
人

③
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
が
済

ん
で
い
な
い
人
（
平
成
27
年
中
に

会
社
を
退
職
し
た
人
な
ど
）、
ま

た
は
年
末
調
整
に
誤
り
が
あ
っ
た

人④
前
年
中
に
所
得
が
な
く
、
他
の

親
族
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い
人

⑤
そ
の
他
、
前
記
以
外
に
申
告
が

必
要
な
人
（
医
療
費
控
除
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
を
申
告

す
る
人
）

▼
申
告
に
必
要
な
も
の

●
申
告
書
（
送
付
さ
れ
た
人
は
送

付
さ
れ
た
申
告
書
）

●
印
鑑
（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）

【
収
入
関
係
】

●
源
泉
徴
収
票
（
報
酬
・
年
金
な

ど
）

●
賃
金
支
払
報
告
書
（
日
雇
の
人

な
ど
）

●
収
支
内
訳
書
（
農
業
・
営
業
・

不
動
産
な
ど
の
収
入
が
あ
る
人
）

●
肉
用
牛
売
却
証
明
書

●
そ
の
他
の
収
入
明
細
書
（
証
明

書
）

【
控
除
関
係
】

●
社
会
保
険
料
額
の
わ
か
る
も
の

●
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書

●
生
命
保
険
料
控
除
証
明
書

●
地
震
保
険
料
控
除
証
明
書

●
そ
の
他
の
証
明（
障
害
者
手
帳
、

勤
労
学
生
の
人
は
学
生
証
や
在
学

証
明
書
、
そ
の
他
必
要
な
証
明
な

ど
）

▼
そ
の
他

①
新
規
に
振
替
納
税
を
利
用
す
る

場
合
に
は
、
納
税
者
本
人
名
義
の

預
金
通
帳
の
金
融
機
関
名
・
口
座

番
号
・
届
出
印
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

②
還
付
申
告
者
の
還
付
金
の
受
取

り
は
、
口
座
振
込
と
な
り
ま
す
。

申
告
者
本
人
名
義
口
座
の
金
融
機

関
名
・
支
店
名
・
口
座
番
号
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

財
務
課 

税
務
室

☎
26
・
２
２
３
７
（
直
通
）

平成27年中、収入があり
ましたか？

給与の年末調整（注）がし
てありますか？

給与以外に年金・報酬など
の所得はありましたか？

給与収入（サラリーマンや
パートタイマーなど）があ
りましたか？

勤務先から本町へ「給与
支払報告書」が提出され
ていますか？

申告は
３月15日㊋
まで

自分に必要な
申告を確認しましょう

町・県民税の申告をしてください

町・県民税の申告を
してください

申告の必要は
ありません

所得税の
確定申告をして
ください

町・県民税の申告
をしてください

※同一世帯の人の扶養になっている人は申告不要です

所得税の確定申告を行いますか？
※公的年金等の収入額が400万円以下で、その他の所得が
20万円以下の人は町・県民税の申告をしてください

※年金収入のみで、追加する
控除のない人は申告不要です

※医療費控除などを受ける
人は申告が必要です

（注）給与を２カ所以上から受けていた場合に、それらの給与を合算して年末調整をしていない人は、
　　確定申告が必要になることがあります。

※給与以外の所得が20
万円を超えている人は
確定申告をしてください

スタート

はい

はいいいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

　
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
は
一
般
的
な
例
を
示
し
て
い
ま
す
。

▼
ご
不
明
な
点
は
財
務
課
税
務
室
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※

平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
本
町
に
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
人
は
従
前
の
市
町
村

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
は
一
般
的
な
例
を
示
し
て
い
ま
す
。

税
の
申
告
は
お
早
め
に

税
の
申
告
は
お
早
め
に
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身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳

な
ど
を
持
っ
て
い
な
い
人
で
も
、

同
等
の
障
害
が
あ
る
と
認
定
さ
れ

た
場
合
は
、
所
得
税
や
住
民
税
の

障
害
者
控
除
の
対
象
者
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
認
定
さ
れ
た
人

に
は
障
害
者
控
除
を
受
け
る
た
め

の
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を

交
付
し
ま
す
の
で
、
申
告
の
際
に

は
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　

平
成
27
年
12
月
31
日
現

在
（
平
成
27
年
中
に
死
亡
し
た
人

は
死
亡
時
）、
町
内
在
住
の
65
歳

以
上
の
人
で
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
か
、
介
護
認
定
を
受
け
て

い
な
く
て
も
６
カ
月
以
上
寝
た
き

り
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
証
明
で

き
る
人
で
あ
っ
て
、
町
の
障
害
者

控
除
認
定
基
準
に
該
当
す
る
人

※
介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い

る
人
全
員
が
障
害
者
控
除
の
対
象

に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
交
付
申
請　

健
康
福
祉
課
福
祉

室
に
あ
る
用
紙
で
申
請

※
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
な
ど

を
持
っ
て
い
る
人
は
、
手
帳
で
障

害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
認
定
書
の
交
付
を
受
け
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

寝
た
き
り
や
治
療
上
の
理
由
で

使
用
し
た
お
む
つ
の
費
用
に
つ
い

て
、
所
得
税
の
確
定
申
告
で
医
療

費
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
初
め
て
お
む
つ
に
係
る
費
用
の

医
療
費
控
除
を
受
け
る
年
は
、
医

師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証

明
書
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

②
控
除
を
受
け
る
の
が
２
回
目
以

降
の
人
は
、
町
が
発
行
す
る
「
介

護
保
険
の
主
治
医
意
見
書
の
確
認

書
」
で
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

▼
対
象　

介
護
保
険
の
要
介
護
認

定
（
要
支
援
１
・
２
、
要
介
護
１

〜
５
）
を
受
け
て
い
る
人
で
、
主

治
医
か
ら
尿
失
禁
の
可
能
性
が
高

い
と
証
明
さ
れ
て
い
る
人

▼
申
請
方
法　

役
場
健
康
福
祉
課

福
祉
室
に
あ
る
用
紙
で
申
請

※
申
告
の
際
に
は
、
証
明
書
や
確

認
書
の
ほ
か
に
、
お
む
つ
の
領
収

書
（
名
前
・
日
付
・
金
額
が
記
載

さ
れ
て
い
る
も
の
）が
必
要
で
す
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７
（
直
通
）

税
の
申
告
時
に
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す

高
齢
者（
65
歳
以
上
）の
障
害
者

控
除
対
象
者
の
認
定

医
療
費
控
除
用

お
む
つ
使
用
の
証
明

◆会　　場
　吉岡町コミュニティセンター
　２階・視聴覚室（役場南側建物）
（身体の障害などの理由により２階に登るのが困難
  な人は、役場１階の財務課税務室窓口にお越しく
  ださい。）

◆受付時間
　【午前の部】 ８時45分～11時30分
　【午後の部】 １時～４時

〈申告日程表〉

16日㊋ 小倉
17日㊌ 上野原
18日㊍ 上野田
19日㊎ 下野田(北部全部)
22日㊊ 下野田(原・宮下・中部)
23日㊋ 北下
24日㊌ 南下・陣場
25日㊍ 町内全域
26日㊎ 大久保寺下
29日㊊ 大久保寺上(中町・上町・田端)

２月 地　区 地　区３月

●土地、建物、株式等の譲渡所得の申告・住宅借入金
等特別控除新規申告・東京電力等の賠償金に係る申
告をする人は吉岡町では受付しません。
　高崎税務署が主催するビエント高崎（高崎市問屋町
２-７　地図は５ページ参照）での申告となります。
●待ち時間短縮のため農業・営業・不動産などの収支
内訳書などは事前に作成しておいてください。
●医療費控除を受ける人は領収書の合計金額を出して
おいてください。
●役場駐車場などで、口座番号・暗証番号等を聞き取
ることはありませんので、ご注意ください。

注 意 点

 1日㊋ 大久保寺上（三津屋１区・２区）
 2日㊌ 大久保寺上（三津屋３区・４区・町営住宅）
 3日㊍ 溝祭（溝祭南部１区・２区・３区）
 4日㊎ 溝祭（溝祭中部・北部１区・２区）
 7日㊊ 駒寄（駒寄東・駒寄西・駒寄台東・駒寄台西）
 8日㊋ 駒寄（瀬来東・瀬来西）
 9日㊌ 漆原西
 10日㊍ 漆原東
 11日㊎ 町内全域
 14日㊊ 町内全域
 15日㊋ 町内全域

吉岡町が設置する確定申告相談会場のご案内（所得税のみ）

申告期間中は駐車場・会場の混雑が予想されます。なるべく世帯ごとに地区指定日にお出かけください。
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高崎税務署が設置する確定申告会場のご案内
（所得税・個人消費税・贈与税）

高崎税務署が設置する確定申告会場のご案内
（所得税・個人消費税・贈与税）

ビエント高崎（エクセルホール）
高崎市問屋町２－７

２月15日㊊～３月15日㊋

午前９時～午後４時

※土・日曜を除く。
（ただし、２月21日㊐および２月28日㊐は開場します）

※申告書の作成には時間を要しますのでお早めにお越
　しください。

高崎税務署 ☎027－322－4711
（自動音声案内が流れますので「０番」を選択してください）

●確定申告期間中は、高崎税務署庁舎では申告相
談を行っておりません。

●  確定申告会場ではご自身でパソコンを操作し、
確定申告書を作成していただくことを基本と
しています。

　確定申告会場は非常に混雑し、長時間お待ちいただくこととなります。
　ご自宅などのパソコンから、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の「確定申告書等作成
コーナー」を利用すれば、夜間休日などご自身の都合のよい時間に確定申告書を作成すること
ができます。　
　作成した確定申告書は、以下の①または②の方法で税務署に提出してください。
①プリンタで印刷し税務署へ郵送などで提出
　※プリンタがない場合でも、ＰＤＦファイルで保存すればコンビニなどで印刷することができます。
②ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）で税務署へ送信
　※ｅ－Tax の利用には、電子証明書の取得（手数料要）、ＩＣカードリーダライタの購入などの事前準  
　　備が必要です。

相談会場

設置期間

受付時間

問い合わせ先

上毛新聞社
高崎支社

問屋町
交番

問
屋
口

貝
沢
口

前橋

高 崎

井野・新前橋

ばり
きや

バーミヤン

高　崎
商工会議所

群馬銀行
高崎支店

バス停　団地西

高崎
市街

緑町

国
道
17
号
線

中
央
通
り
線

バス停
問屋街センター

環状線

公 園
専　用
駐車場

高
崎
問
屋
町
駅

レクサス
高崎

自動音声案内が流れますので「０番」を選択してください）

確定申告会場は非常に混雑し、長時間お待ちいただくこととなります。
ご自宅などのパソコンから、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の「確定確定申告申告書等書等作成作成

確定申告書は自宅で作成し郵送で提出できます

確定申告書等作成コーナーパソコン操作のお問合せは、
ｅ－ＴＡＸ・作成コーナーヘルプデスク（☎0570－01－5901）へ
※土・日・祝日を除きます。受付時間はホームページでご確認ください。

　今回提出される平成27年分の確定申告書等（所得税・消費税・贈与税）に、マイナンバー（12
桁）の記載は不要です。翌年分（平成28年分）以降の確定申告書等の提出の際には、①マイナン
バー（12桁）の記載および②申告されるご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要
となりますのでご注意ください。
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